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(57)【要約】
【課題】インセル方式とオンセル方式のどちらの表示・
タッチパネル装置にも適用可能な、表示ドライバとタッ
チパネルコントローラが同一チップに集積されたＩＣに
おいて、オンセル方式の表示・タッチパネル（複合パネ
ル）に接続される場合にも、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対
する外来ノイズの混入を抑える。
【解決手段】表示信号駆動回路は、共通電圧（Ｖｃｏｍ
）に基づく信号レベルの表示信号を、表示パネルに出力
する。タッチ検出信号駆動回路は、複合パネルがインセ
ル方式のときは、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に基づく信号レ
ベルのタッチ検出信号を、タッチパネルに出力し、複合
パネルがオンセル方式のときは、共通電圧（Ｖｃｏｍ）
以外の電圧レベルに基づく信号レベルのタッチ検出信号
を、タッチパネルに出力する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示信号駆動回路とタッチ検出信号駆動回路とを備え、表示パネルとタッチパネルが積
層された複合パネルに接続可能な、半導体装置であって、
　前記表示信号駆動回路は、共通電圧に基づく信号レベルの表示信号を、前記表示パネル
に出力し、
　前記タッチ検出信号駆動回路は、前記複合パネルがインセル方式のときは、前記共通電
圧に基づく信号レベルのタッチ検出信号を、前記タッチパネルに出力し、前記複合パネル
がオンセル方式のときは、前記共通電圧以外の電圧レベルに基づく信号レベルのタッチ検
出信号を、前記タッチパネルに出力する、半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、外部から供給される正極側外部電源と負極側外部電源に基づいて、
前記共通電圧を供給する電源と、前記共通電圧以外の前記電圧レベルの電源とを生成する
電源回路をさらに備える、半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記電源回路は負極側内部基準電源を生成し、前記共通電圧以外の
電圧レベルの前記電源として、前記タッチ検出信号駆動回路に供給する、半導体装置。
【請求項４】
　請求項２において、前記共通電圧以外の電圧レベルの前記電源として、前記負極側外部
電源を、前記タッチ検出信号駆動回路に供給する、半導体装置。
【請求項５】
　請求項２において、前記表示パネルのゲート制御回路を駆動する、ゲート制御ドライバ
をさらに備え、
　前記電源回路は、正極側と負極側のゲート駆動電源を生成して前記ゲート制御ドライバ
に供給し、前記共通電圧以外の電圧レベルの前記電源として、負極側の前記ゲート駆動電
源を、前記タッチ検出信号駆動回路に供給する、半導体装置。
【請求項６】
　請求項２において、前記表示パネルのゲート制御回路を駆動する、ゲート制御ドライバ
をさらに備え、
　前記電源回路は、正極側と負極側の前記外部電源をそれぞれ昇圧する昇圧回路と、前記
昇圧回路の出力を安定化させる安定化回路とを備え、前記昇圧回路と前記安定化回路によ
って正極側と負極側のゲート駆動電源を生成して前記ゲート制御ドライバに供給し、
　前記電源回路は、前記共通電圧以外の電圧レベルの前記電源として、前記昇圧回路の負
極側の出力電源を、前記タッチ検出信号駆動回路に供給する、半導体装置。
【請求項７】
　請求項１において、外部から供給される外部電源に基づいて、前記共通電圧を供給する
電源とを含む各種内部電源を生成する電源回路を備え、
　前記タッチ検出信号駆動回路は、前記複合パネルがオンセル方式のときは、前記共通電
圧以外の前記電圧レベルとして、前記外部電源と前記電源回路から生成される前記各種内
部電源との中から１つの電源を選択して、選択された電源に基づく信号レベルのタッチ検
出信号を、前記タッチパネルに出力する、半導体装置。
【請求項８】
　請求項７において、前記半導体装置は前記表示パネルのゲート制御回路を駆動するゲー
ト制御ドライバを備え、
　前記電源回路は、外部から供給される正極側外部電源と負極側外部電源に基づいて、前
記共通電圧を供給する電源とを含む各種内部電源を生成し、
　前記電源回路は、正極側と負極側の前記外部電源をそれぞれ昇圧する昇圧回路と、前記
昇圧回路の出力を安定化させる安定化回路とを備え、前記昇圧回路と前記安定化回路によ
って正極側と負極側のゲート駆動電源を生成して前記ゲート制御ドライバに供給し、
　前記各種内部電源には、負極側内部基準電源と、前記昇圧回路の出力と、前記ゲート駆
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動電源とが含まれる、半導体装置。
【請求項９】
　請求項１において、生成電圧を可変とする可変電源回路を備え、
　前記タッチ検出信号駆動回路は、前記複合パネルがオンセル方式のときは、前記共通電
圧以外の前記電圧レベルとして、前記可変電源回路によって生成された電圧に基づく信号
レベルのタッチ検出信号を、前記タッチパネルに出力する、半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１において、接続される複合パネルがインセル方式かオンセル方式かを指定する
ための端子を備える、半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１において、ホストプロセッサと接続されるためのシステムインターフェースと
、接続される複合パネルがインセル方式かオンセル方式かを指定するためのレジスタとを
備え、前記レジスタは前記システムインターフェースを介して前記ホストプロセッサによ
って書込み可能に構成される、半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１において、電源投入時における前記レジスタの初期値は、接続される複合パ
ネルがインセル方式であることを指定する値とされる、半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、タッチセンサと表示パネルとが重ね合せて実装さ
れた複合パネルに接続可能な、表示ドライバとタッチパネルコントローラが同一チップに
集積された半導体装置（ＩＣ：Integrated Circuit）に好適に利用できるものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来は表示パネルとタッチパネルが独立したオンセル方式が主流であったが、近年、特
にモバイル用パネルモジュールにおいて、より薄型化が可能な、表示パネルとタッチパネ
ルを一体化したインセル方式が普及しつつある。
【０００３】
　インセル方式でタッチセンサを備えた表示パネルには、表示ドライバとタッチパネルコ
ントローラが接続され、ホストプロセッサから入力される画像データを表示し、タッチさ
れた位置を検出してホストプロセッサへ出力する。特許文献１には、インセル方式の表示
・タッチパネルにおいて、タッチセンシングと表示の領域を時分割して交互に駆動するこ
とによりノイズの影響を低減する、タッチセンサを有する表示装置及びその駆動方法が開
示されている。特許文献２には、タッチセンサパネルのタッチセンスのための電極の駆動
回路が開示される。タッチセンサに検出用の信号を出力する駆動回路において、その信号
の立上り及び立下りに起因するノイズの影響を緩和するために、複数の駆動電圧の中から
所要の駆動電圧を選択するスイッチ回路を有し、波形モードに応じて切り替える制御が行
われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２４６４３４号公報
【特許文献２】特開２０１２－２３４４７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１及び２について本発明者が検討した結果、以下のような新たな課題があるこ
とがわかった。
【０００６】
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　インセル方式の表示・タッチパネル装置では、例えば特許文献１に記載されるように、
表示・タッチパネルに共通配線ＣＬが設けられており、共通電圧生成部から共通電圧（Ｖ
ｃｏｍ）が供給される。これに対してオンセル方式の表示・タッチパネル装置では、表示
のための電極とは別に、タッチ検出のための電極を備えている。例えば特許文献２には、
互いに交差する複数のＹ電極と複数のＸ電極によって複数の交点容量が形成されたタッチ
パネルに接続され、Ｙ電極に駆動パルスを印加し、それに伴ってＸ電極に現れる電荷の移
動を検出する、タッチパネルコントローラが開示されている。特許文献２では、タッチパ
ネルがインセル方式かオンセル方式かを問わないので、インセル方式の表示・タッチパネ
ル装置に適用される場合には、Ｙ電極に印加される駆動パルスは、共通電圧（Ｖｃｏｍ）
を基準として印加されることとなる。
【０００７】
　ここで、表示ドライバとタッチパネルコントローラが同一チップに集積された半導体装
置（ＩＣ）において、表示のための電極を駆動する電源の基準電位となる共通電圧（Ｖｃ
ｏｍ）は、タッチセンサに検出用の信号を出力する駆動回路の基準電位としても使用され
る。そのようなＩＣがインセル方式の表示・タッチパネル装置に適用される場合には、上
述のように、共通配線に共通に共通電圧（Ｖｃｏｍ）を供給する必要があるためである。
【０００８】
　本願の発明者が検討した結果、同じＩＣをインセル方式とオンセル方式のどちらの表示
・タッチパネル装置にも適用することができるように構成する場合には、以下のような問
題があることがわかった。即ち、接続されるパネルがインセル方式かオンセル方式かに関
わらず、同じタッチ検出信号駆動回路を使用すると、共通電圧（Ｖｃｏｍ）を供給するた
めの配線の引き回しが両方式で大きく異なるため、オンセル方式の場合に外来ノイズを受
けやすくなり、画質の劣化を招く恐れがあることがわかった。インセル方式の表示・タッ
チパネルに接続される場合には、表示とタッチ検出のために共通電圧（Ｖｃｏｍ）は共通
に配線されるのに対し、オンセル方式の表示・タッチパネルに接続される場合には、表示
パネルへの配線とは別にタッチパネルへの配線が必要となるためである。
【０００９】
　本発明の目的は、インセル方式とオンセル方式のどちらの表示・タッチパネル装置にも
適用可能な、表示ドライバとタッチパネルコントローラが同一チップに集積された半導体
装置（ＩＣ）において、オンセル方式の表示・タッチパネルに接続される場合にも、共通
電圧（Ｖｃｏｍ）に対する外来ノイズの混入を抑えることである。
【００１０】
　このような課題を解決するための手段を以下に説明するが、その他の課題と新規な特徴
は、本明細書の記述及び添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施の形態によれば、下記の通りである。
【００１２】
　すなわち、表示信号駆動回路とタッチ検出信号駆動回路とを備え、表示パネルとタッチ
パネルが積層された複合パネルに接続可能な、半導体装置であって以下のように構成され
る。表示信号駆動回路は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に基づく信号レベルの表示信号を、表示
パネルに出力する。タッチ検出信号駆動回路は、複合パネルがインセル方式のときは、共
通電圧（Ｖｃｏｍ）に基づく信号レベルのタッチ検出信号を、タッチパネルに出力し、複
合パネルがオンセル方式のときは、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルに基づく信号
レベルのタッチ検出信号を、タッチパネルに出力する。
【発明の効果】
【００１３】
　前記一実施の形態によって得られる効果を簡単に説明すれば下記のとおりである。
【００１４】
　すなわち、インセル方式とオンセル方式のどちらの表示・タッチパネル装置にも適用可



(5) JP 2015-176512 A 2015.10.5

10

20

30

40

50

能な、表示ドライバとタッチパネルコントローラが同一チップに集積された半導体装置（
ＩＣ）において、オンセル方式の表示・タッチパネル（複合パネル）に接続される場合に
も、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対する外来ノイズの混入を抑えることができる。オンセル方
式の複合パネルに接続される場合の共通電圧（Ｖｃｏｍ）の引き回しが、インセル方式の
複合パネルに接続された場合よりも著しく長くなることがなくなるためである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明のタッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）の一
構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は、表示パネルの電極構成を例示する平面図である。
【図３】図３は、タッチパネルの電極構成を例示する平面図である。
【図４】図４は、本発明のタッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構成例を表すブロ
ック図である。
【図５】図５は、タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）の電源回路に
よって生成される各種内部電源を表す説明図である。
【図６】図６は、電源回路が生成する負極側内部基準電源（ＶＣＬ）が、共通電圧（Ｖｃ
ｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の
構成例を表すブロック図である。
【図７】図７は、外部から供給される電源（ＶＳＮ）が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電
圧レベルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構成例を表すブ
ロック図である。
【図８】図８は、電源回路が生成する負極側ゲート駆動電源（ＧＶＳＳ）が、共通電圧（
Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ
）の構成例を表すブロック図である。
【図９】図９は、電源回路がゲート駆動電源のために生成する負極側昇圧電源（ＶＧＬ）
が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路
（Ｔｘドライバ）の構成例を表すブロック図である。
【図１０】図１０は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される電源を選
択可能な、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構成例を表すブロック図である。
【図１１】図１１は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される電源を自
由に設定可能な、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構成例を表す回路図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
１．実施の形態の概要
　先ず、本願において開示される代表的な実施の形態について概要を説明する。代表的な
実施の形態についての概要説明で括弧を付して参照する図面中の参照符号はそれが付され
た構成要素の概念に含まれるものを例示するに過ぎない。
【００１７】
　〔１〕＜インセル／オンセルでＴｘＬを切替えるタッチ検出信号駆動回路＞
　本願において開示される代表的な実施の形態に係る半導体装置（１）は、表示信号駆動
回路（ソースドライバ２１）とタッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ１１）とを備え、
表示パネル（２）とタッチパネル（３）が積層された複合パネル（４）に接続可能な、半
導体装置であって、以下のように構成される。
【００１８】
　前記表示信号駆動回路は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に基づく信号レベルの表示信号（Ｓｎ
）を、前記表示パネルに出力する。
【００１９】
　前記タッチ検出信号駆動回路は、前記複合パネルがインセル方式のときは、前記共通電
圧（Ｖｃｏｍ）に基づく信号レベルのタッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）を、前記タッチパネ
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ルに出力し、前記複合パネルがオンセル方式のときは、前記共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の
電圧レベルに基づく信号レベルのタッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）を、前記タッチパネルに
出力する。
【００２０】
　これにより、インセル方式とオンセル方式のどちらの表示・タッチパネル装置にも適用
可能な、表示ドライバとタッチパネルコントローラが同一チップに集積された半導体装置
（ＩＣ）において、オンセル方式の表示・タッチパネル（複合パネル）に接続される場合
にも、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対する外来ノイズの混入を抑えることができる。オンセル
方式の複合パネルに接続される場合の共通電圧（Ｖｃｏｍ）の引き回しが、インセル方式
の複合パネルに接続された場合よりも著しく長くなることがなくなるためである。
【００２１】
　〔２〕＜電源回路＞
　項１において、半導体装置（１）は、外部から供給される正極側外部電源（ＶＳＰ）と
負極側外部電源（ＶＳＮ）に基づいて、前記共通電圧（Ｖｃｏｍ）を供給する電源と、前
記共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の前記電圧レベルの電源とを生成する電源回路（２９）をさ
らに備える。
【００２２】
　これにより、必要な電源は半導体装置（ＩＣ）の内部で生成される。
【００２３】
　〔３〕＜ＴＸＬ＝ＶＣＬ＞
　項２において、前記電源回路は負極側内部基準電源（ＶＣＬ）を生成し、前記共通電圧
（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルの前記電源として、前記タッチ検出信号駆動回路に供給す
る。
【００２４】
　これにより、複合パネル（４）がオンセル方式のときには、負極側内部基準電源（ＶＣ
Ｌ）が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に代わって利用される。一般に、ＶＣＬはＶｃｏｍと同程
度の電圧レベルとされるので、タッチパネルコントローラ（１０）内の他の回路を、イン
セル方式とオンセル方式の両方に適用可能にするための、例えば耐圧切替えのような、切
替え制御を不要とすることができる。
【００２５】
　〔４〕＜ＴＸＬ＝ＶＳＮ＞
　項２において、前記共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルの前記電源として、前記負
極側外部電源（ＶＳＮ）が、前記タッチ検出信号駆動回路に供給される。
【００２６】
　これにより、複合パネル（４）がオンセル方式のときには、負極側外部電源（ＶＣＮ）
が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に代わって利用される。内部の電源回路（２９）を経由しない
ため、タッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）に混入する外来ノイズが、電源を経由して表示ドラ
イバ（２０）側の回路に混入する経路を減らすことができる。
【００２７】
　〔５〕＜ＴＸＬ＝ＶＧＳＳ＞
　項２において、前記表示パネルのゲート制御回路（８１＿１～８１＿２）を駆動する、
ゲート制御ドライバ（２５）をさらに備え、前記電源回路は、正極側と負極側のゲート駆
動電源（ＧＶＤＤ，ＧＶＳＳ）を生成して前記ゲート制御ドライバに供給し、前記共通電
圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルの前記電源として、負極側の前記ゲート駆動電源（ＧＶ
ＳＳ）を、前記タッチ検出信号駆動回路に供給する。
【００２８】
　これにより、複合パネル（４）がオンセル方式のときには、表示パネル（２）のゲート
制御回路（８０＿１～８０＿２）を駆動するゲート駆動電源（ＶＧＳＳ）が、共通電圧（
Ｖｃｏｍ）に代わって利用される。一般に、ＶＧＳＳは約－１１Ｖとされ、電源回路（２
９）によって外部電源を一旦昇圧した後に安定化して生成されるため、ノイズの影響が少
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ない。また、タッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）は、タッチ検出の感度を向上するためには、
振幅が大きい方が好ましい。しかし、インセル方式ではその構造上、耐圧が制限され、一
般に１０Ｖ未満である場合が多いため、タッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）はＶｃｏｍ基準と
して上記耐圧を超えない振幅に抑えられる。これに対して、オンセル方式の場合には、耐
圧は一般に１５Ｖ以上であるから、タッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）の振幅をインセル方式
に合わせて小さく抑える必要はない。本「項５」のように構成することによって、タッチ
検出信号（ＴＯＵＴｘ）の振幅を、接続される複合パネル（４）がインセル方式かオンセ
ル方式かに基づいて適切に切替えることができる。
【００２９】
　〔６〕＜ＴＸＬ＝ＶＧＬ＞
　項２において、前記表示パネルのゲート制御回路（８０＿１～８０＿２）を駆動する、
ゲート制御ドライバ（２５）をさらに備える。
【００３０】
　前記電源回路は、正極側と負極側の前記外部電源をそれぞれ昇圧する昇圧回路と、前記
昇圧回路の出力を安定化させる安定化回路とを備え、前記昇圧回路と前記安定化回路によ
って正極側と負極側のゲート駆動電源（ＧＶＤＤ，ＧＶＳＳ）を生成して前記ゲート制御
ドライバに供給する。
【００３１】
　前記電源回路は、前記共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルの前記電源として、前記
昇圧回路の負極側の出力電源（ＶＧＬ）を、前記タッチ検出信号駆動回路に供給する。
【００３２】
　これにより、複合パネル（４）がオンセル方式のときには、表示パネル（２）のゲート
制御回路（８０＿１～８０＿２）を駆動するゲート駆動電源（ＶＧＳＳ）を生成するため
に内部昇圧された昇圧電源（ＶＧＬ）が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に代わって利用される。
上記「項５」の場合と同様に、タッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）の振幅を、接続される複合
パネル（４）がインセル方式かオンセル方式かに基づいて適切に切替えることができ、さ
らに、オンセル方式の場合のタッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）の振幅を「項５」の場合より
も大きくすることができる。
【００３３】
　〔７〕＜電源回路が生成する各種内部電源から選択＞
　項１において、前記半導体装置（１）は、外部から供給される外部電源（ＶＳＰ，ＶＳ
Ｎ）に基づいて、前記共通電圧を供給する電源とを含む各種内部電源を生成する電源回路
（２９）を備える。
【００３４】
　前記タッチ検出信号駆動回路は、前記複合パネルがオンセル方式のときは、前記共通電
圧（Ｖｃｏｍ）以外の前記電圧レベルとして、前記外部電源と前記電源回路から生成され
る前記各種内部電源との中から１つの電源を選択して、選択された電源に基づく信号レベ
ルのタッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）を、前記タッチパネルに出力する。
【００３５】
　これにより、必要な電源は半導体装置（ＩＣ）の内部で生成され、さらに接続される複
合パネル（４）の特性に応じて適切な電圧を選択することができる。
【００３６】
　〔８〕＜各種内部電源＝ＶＣＬ／ＶＳＮ／ＧＶＳＳ／ＶＧＬ＞
　項７において、前記半導体装置は前記表示パネルのゲート制御回路を駆動するゲート制
御ドライバ（２５）を備える。
【００３７】
　前記電源回路は、外部から供給される正極側外部電源（ＶＳＰ）と負極側外部電源（Ｖ
ＳＮ）に基づいて、前記共通電圧（Ｖｃｏｍ）を供給する電源とを含む各種内部電源を生
成する。
【００３８】
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　前記電源回路は、正極側と負極側の前記外部電源をそれぞれ昇圧する昇圧回路と、前記
昇圧回路の出力を安定化させる安定化回路とを備え、前記昇圧回路と前記安定化回路によ
って正極側と負極側のゲート駆動電源（ＧＶＤＤ，ＧＶＳＳ）を生成して前記ゲート制御
ドライバに供給する。
【００３９】
　前記各種内部電源には、負極側内部基準電源（ＶＣＬ）と、前記昇圧回路の出力（ＶＧ
Ｌ）と、前記ゲート駆動電源（ＧＶＳＳ）とが含まれる。
【００４０】
　これにより、タッチ検出信号駆動回路（１１）に必要な電源は、半導体装置（ＩＣ）の
内部で生成される各種内部電源から選択することが可能となる。
【００４１】
　〔９〕＜タッチ検出信号駆動回路のための電圧可変の電源＞
　項１において、前記半導体装置（１）は、生成電圧を可変とする可変電源回路（３１）
を備える。
【００４２】
　前記タッチ検出信号駆動回路は、前記複合パネルがオンセル方式のときは、前記共通電
圧（Ｖｃｏｍ）以外の前記電圧レベルとして、前記可変電源回路によって生成された電圧
に基づく信号レベルのタッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）を、前記タッチパネルに出力する。
【００４３】
　これにより、オンセル方式のときのタッチ検出信号（ＴＯＵＴｘ）の低電圧側振幅レベ
ルを自由に決めることができる。
【００４４】
　〔１０〕＜設定端子＞
　項１において、前記半導体装置（１）は、接続される複合パネル（４）がインセル方式
かオンセル方式かを指定するための端子を備える。
【００４５】
　これにより、接続される複合パネルがインセル方式かオンセル方式かを容易に設定する
ことができる。
【００４６】
　〔１１〕＜設定レジスタ＞
　請求項１において、ホストプロセッサ（５）と接続されるためのシステムインターフェ
ース（２７）と、接続される複合パネルがインセル方式かオンセル方式かを指定するため
のレジスタとを備え、前記レジスタは前記システムインターフェースを介して前記ホスト
プロセッサによって書込み可能に構成される。
【００４７】
　これにより、接続される複合パネル（４）がインセル方式かオンセル方式かを、外付け
のホストプロセッサ（５）から容易に設定することができる。
【００４８】
　〔１２〕＜設定レジスタの初期値は「インセル方式」＞
　項１１において、電源投入時における前記レジスタの初期値は、接続される複合パネル
がインセル方式であることを指定する値とされる。
【００４９】
　これにより、接続される複合パネル（４）がインセル方式であって耐圧が低い場合も、
レジスタ設定前に誤って大振幅のタッチ検出信号が印加される事故を予防することができ
る。
【００５０】
　２．実施の形態の詳細
　実施の形態について更に詳述する。
【００５１】
　〔実施形態１〕
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　図１は、本発明のタッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）の一構成例
を示すブロック図である。図２は、表示パネルの電極構成を例示する平面図であり、図３
は、タッチパネルの電極構成を例示する平面図である。
【００５２】
　タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１は、タッチパネルコントロ
ーラ１０と表示ドライバ２０とＭＣＵ３０を含んで構成され、表示パネル２とタッチパネ
ル３からなる複合パネル４、及び、ホストプロセッサ５と、それぞれ接続されることがで
きる。タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１は、特に制限されない
が、例えば、公知のＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor field effect
 transistor）半導体製造技術を用いて、シリコンなどの単一半導体基板上に形成される
。
【００５３】
　図２には表示パネル２の構成が例示される。表示パネル２は横方向に形成された走査電
極としてのゲート配線Ｇ１～Ｇｍと縦方向に形成された信号電極としてのソース配線Ｓ１
～Ｓｎとが配置され、その交点部分には選択端子が対応する走査電極に接続され、入力端
子が対応する信号電極に接続された多数の表示セルが配置される。表示セルは、図中に破
線で囲まれる領域に例示されるように、ゲート配線にゲート端子がソース配線にドレイン
端子が接続されるトランスファゲートＴｒと、トランスファゲートＴｒのソース端子と共
通電圧Ｖｃｏｍの間に形成された画素容量Ｃによって構成される。トランスファゲートＴ
ｒの構造は対称であり、上述のドレイン端子とソース端子の関係は逆でもよい。走査電極
であるゲート配線Ｇ１～Ｇｍは、表示パネル２の両側に形成されたゲートインパネル回路
８０＿１と８０＿２によって順次走査される。ゲートインパネル回路８０＿１と８０＿２
は、それぞれ、シフトレジスタ８１＿１と８１＿２と各ゲート配線Ｇ１～Ｇｍを駆動する
ためのアンプ８２＿１～８２＿ｍを含んで構成される。ゲートインパネル回路８０＿１と
８０＿２を構成する回路素子は、例えば表示パネル２のガラス基板上に形成された薄膜ト
ランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）を使って構成される。ゲートインパネル回
路８０＿１と８０＿２を制御するための信号Ｇｃｔｌは、タッチパネルコントローラ内蔵
表示ドライバ（複合ＩＣ）１内の表示ドライバ２０から供給される。信号電極としてのソ
ース配線Ｓ１～Ｓｎには、タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１内
の表示ドライバ２０から、直接またはデマルチプレクサ８３を介して、表示されるべき輝
度に対応する電圧レベルの信号が印加され、走査電極によって選択されたラインの画素容
量Ｃが並列に充電される。表示パネル２の構成は、図示された例に制限されず任意である
。例えば、ゲートインパネル回路を備える代わりに、ゲート配線Ｇ１～Ｇｍがタッチパネ
ルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１内の表示ドライバ２０によって直接駆動
される構成とすることもできる。
【００５４】
　図３にはタッチパネル３の電極構成が例示される。タッチパネル３はマルチタッチ検出
を可能にする相互容量方式のタッチパネルであって、横方向に形成された多数の駆動電極
（Ｙ電極）Ｙ１～ＹＭ（Ｙ電極Ｙｍとも記す）と、縦方向に形成された多数の検出電極（
Ｘ電極）Ｘ１～ＸＮ（Ｘ電極Ｘｎとも記す）とが相互に電気的に絶縁されて構成される。
Ｘ電極とＹ電極の交差部には各電極の容量電極を介して交点容量が形成される。交点容量
に指などの物体が近接すると、当該物体を容量電極とする浮遊容量が前記交点容量に加わ
ることになる。Ｙ電極Ｙ１～ＹＭは、例えばその配列順に、タッチパネルコントローラ内
蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１内のタッチパネルコントローラ１０から、タッチ検出駆動
信号ＴＯＵＴｘが印加されて駆動される。これに伴って検出電極であるＸ電極Ｘ１～ＸＮ
から順次得られる信号に基づいて、各交差部における容量成分の変動に応じた検出データ
を得る。マイクロプロセッサ（ＭＰＵ）３０はタッチパネル３の駆動を制御し、タッチパ
ネルコントローラ１０が取得した検出データから、タッチの状態や座標を検出する処理を
行う。例えば、検出データに対してディジタルフィルタ演算を行い、これによってノイズ
が除去されたデータに基づいて容量変動が生じた交差部の位置座標を演算する。要するに
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、交差部のどの位置で浮遊容量が変化したか、即ち、交差部のどの位置で指が近接したか
（タッチされたか、接触イベントが発生したか）を示すために、接触イベントが発生した
ときの位置座標を演算する。タッチパネル３は透過性（透光性）の電極や誘電体膜を用い
て構成され、例えば表示パネル２の表示面に重ねて配置される。図３には、電極形状が菱
形のタッチパネル３が示されるが、電極形状は格子型等他の形状でもよい。
【００５５】
　図１についての説明に戻る。タッチパネル３と表示パネル２は重ね合せて実装されて複
合パネル４とされる。表示・タッチパネルである複合パネル４は、例えば表示パネル２に
表示されるアイコンに対応する座標が、タッチ操作されたことを、積層されるタッチパネ
ルで検出するなどの、連携した動作に適する。表示・タッチパネルである複合パネル４の
積層方法は、一体として実装されるインセル方式でも良いし、タッチパネル３と上面に設
置されるカバーガラスとが一体化された、オンセル方式のカバーガラス一体構成であって
もよい。また、図１において、表示のためにゲート配線を制御するための信号や表示デー
タ信号、タッチ検出のために駆動電極を駆動するための信号や検出信号は、幅のある矢印
で示され、ＩＣ内の各回路動作を制御するための制御信号やタイミング信号は、実線の矢
印で示され、電源供給配線は図示が省略されている。また、図では信号線のバス表示は省
略されているが、各信号線は１本または複数本のアナログまたはディジタル信号配線によ
って構成される。
【００５６】
　ホストプロセッサ５は表示データを生成し、表示ドライバ２０はホストプロセッサ５か
ら受け取った表示データを表示パネル２に表示するための表示制御を行う。ホストプロセ
ッサ５は、接触イベントが発生したときの位置座標のデータをＭＰＵ３０から取得し、表
示パネル２における位置座標のデータと表示ドライバ２０に与えて表示させた表示画面と
の関係から、タッチパネル３の操作による入力を解析する。特に制限されないが、ホスト
プロセッサ５には夫々図示を省略する、通信制御ユニット、画像処理ユニット、音声処理
ユニット、及びその他アクセラレータなどが内蔵され或いは接続されることによって、例
えば携帯端末が構成される。
【００５７】
　タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１内のタッチパネルコントロ
ーラ１０は、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１と、タッチ検出信号検出回路
（Ｒｘレシーバ）１２と、タッチ検出制御部１３と、Ａ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）１４と、メ
モリ１５とを含んで構成される。タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１は、駆動
電極であるＹ電極Ｙ１～ＹＭを、例えばその配列順に、タッチ検出駆動信号ＴＯＵＴｘを
印加して駆動する。これに伴って検出電極であるＸ電極Ｘ１～ＸＮから順次得られる信号
ＲＩＮｘは、Ｒｘレシーバ１２で検出・増幅され、ＡＤＣ１４でディジタル値に変換され
、メモリ１５に書き込まれる。検出されたディジタル値は、タッチ検出制御部１３を介し
てＭＰＵ３０に読み出され、ＭＰＵ３０は、タッチパネルコントローラ１０が取得した検
出データから、タッチの状態や座標を検出する処理を行う。
【００５８】
　タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１内の表示ドライバ２０は、
システムインターフェース２７と、表示インターフェース２８と、表示制御部２６と、ゲ
ート制御ドライバ２５と、メモリ２４と、データラッチ回路２３と、階調電圧選択回路２
２と、ソースドライバ２１と、電源回路２９とを含んで構成される。表示ドライバ２０は
、システムインターフェース２７を介してシステムバスによりホストプロセッサ５と接続
され、制御コマンドを受信し、ＭＰＵ３０が検出したタッチ位置や状態を始めとするデー
タを送信し、その他ＩＣ内の各種パラメータを送受信する。表示ドライバ２０は、表示イ
ンターフェース２８を介して、例えば表示デバイスの標準的な通信インターフェースの１
つである、ＭＩＰＩ－ＤＳＩ（Mobile Industry Processor Interface  Display Serial 
Interface）に準拠するインターフェースにより、ホストプロセッサ５と接続され、表示
パネル２に表示すべき画像データを高速に受信し、垂直同期信号（Ｖｓｙｎｃ）及び水平
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同期信号（Ｈｓｙｎｃ）などのタイミング情報も合わせて受信する。
【００５９】
　表示制御部２６は、ホストプロセッサ５から受信した制御コマンドやパラメータを保持
するコマンドレジスタ（不図示）とパラメータレジスタ（不図示）を備え、それに基づい
て、各回路の動作を制御する。また、ＭＰＵ３０やタッチパネルコントローラ１０に、ホ
ストプロセッサ５から受信した制御コマンドやパラメータを転送し、ＭＰＵ３０からタッ
チ位置や状態などのデータをホストプロセッサ５に送信するための中継を行う。
【００６０】
　表示制御部２６は、表示インターフェース２８が受信する、垂直同期信号（Ｖｓｙｎｃ
）及び水平同期信号（Ｈｓｙｎｃ）などのタイミング情報に基づいて、ゲート制御ドライ
バ２５を制御し、表示パネル２のゲートインパネル回路８０＿１～８０＿２へ供給する制
御信号Ｇｃｔｌを出力させる。制御信号Ｇｃｔｌには、シフトレジスタを動作させるため
のクロックやスタートフラグの他、ゲート配線Ｇ１～Ｇｍを駆動するパルスの振幅を規定
するアナログ信号等が含まれてもよい。また、これに代えて或いはこれに加えて、ゲート
インパネル回路を備えない表示パネルにも適用することができるように、走査電極（ゲー
ト配線）を直接駆動するパルスを出力する駆動回路を備えてもよい。
【００６１】
　表示制御部２６は、表示インターフェース２８が受信する画像データを、メモリ２４に
書き込む。メモリ２４はＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）であり、フレームメ
モリとして機能する。メモリ２４から１ライン分の画像データがデータラッチ２３に読み
出される。階調電圧選択回路２２は、データラッチ２３からディジタル値で供給される１
ライン分の画像データを、並列に、対応するアナログの階調電圧に変換してソースドライ
バ２１に供給する。階調電圧選択回路２２は、図示が省略されている階調電圧生成回路に
よって生成されて供給される多階調のアナログ階調電圧から、ディジタル値の画像データ
に対応する１つのアナログ階調電圧を選択して出力し、または複数の階調電圧から新たに
中間の階調電圧を生成して、ソースドライバ２１に供給する。ソースドライバ２１は、入
力された階調電圧を電流増幅して、表示ドライバ２の信号電極（ソース配線）Ｓｎを駆動
する。
【００６２】
　電源回路２９は、昇圧回路、降圧回路、安定化回路（レギュレータ）などを含んで構成
され、外部から供給される電源から、タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合
ＩＣ）１内の各回路で使用される内部電源を生成する。詳細については後述する。
【００６３】
　上述の表示ドライバ２０は、フレームメモリ２４を内蔵する構成例について説明したが
、フレームメモリを内蔵しない構成も採用し得る。フレームメモリ２４を内蔵する構成例
では、表示する画像が静止画の場合に、１フレームの静止画をフレームメモリ２４に保持
し、繰り返し読み出して表示することにより、静止画が表示される期間のホストプロセッ
サ５からの画像データの転送を省略することができる。一方、フレームメモリを内蔵しな
い構成ではチップ面積が小さくて済み、コストが低減される。
【００６４】
　図４は、本発明のタッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１の構成例を表すブロッ
ク図である。タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１は、タッチ検出信号生成回路
（Ｔｘ信号生成回路）１６とレベルシフタ（Ｌ／Ｓ）とスイッチ１８とＴｘＬ切替制御回
路１９とを含んで構成される。Ｔｘ信号生成回路１６が生成するパルスは、レベルシフタ
（Ｌ／Ｓ）によって振幅を調整され、タッチ検出信号ＴＯＵＴｘとして出力される。レベ
ルシフタ（Ｌ／Ｓ）の高電位側には、電源回路２９から高電位側電源ＴｘＨが供給されて
おり、低電位側にはＴｘＬ切替制御回路１９によって制御されるスイッチ１８によって、
共通電圧Ｖｃｏｍまたはそれ以外の電圧が印加されるように、切替制御される。共通電圧
Ｖｃｏｍは電源回路２９によって生成され、表示ドライバ２０内のソースドライバ２１に
、表示ドライバ２の信号電極（ソース配線）Ｓｎを駆動するときの共通電圧として供給さ
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れる電源であり、さらには、表示パネル２のそれぞれの画素容量Ｃの共通電源でもある。
【００６５】
　ＴｘＬ切替制御回路１９は、表示パネル２とタッチパネル３による複合パネル４がイン
セル方式のときには、スイッチ１８によってレベルシフタ（Ｌ／Ｓ）の低電位側に共通電
圧Ｖｃｏｍを供給し、オンセル方式のときには、Ｖｃｏｍ以外の電圧レベルを供給する。
タッチ検出信号ＴＯＵＴｘは、レベルシフタ（Ｌ／Ｓ）の動作により、インセル方式のと
きには共通電圧ＶｃｏｍとＴｘＨの間で振幅するパルスとなり、オンセル方式のときには
共通電圧Ｖｃｏｍ以外の電圧レベルとＴｘＨの間で振幅するパルスとなる。
【００６６】
　これにより、インセル方式とオンセル方式のどちらの表示・タッチパネル装置にも適用
可能な、表示ドライバとタッチパネルコントローラが同一チップに集積された半導体装置
（ＩＣ）において、オンセル方式の表示・タッチパネル（複合パネル）に接続される場合
にも、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対する外来ノイズの混入を抑えることができる。オンセル
方式の複合パネルに接続される場合の共通電圧（Ｖｃｏｍ）の引き回しが、インセル方式
の複合パネルに接続された場合よりも著しく長くなることがなくなるためである。
【００６７】
　接続される複合パネル４がインセル方式かオンセル方式かの指定は、種々の方法によっ
て行うことができる。例えば、タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）
１に、接続される複合パネルがインセル方式かオンセル方式かを指定するための端子を備
える。この端子を外部でプルアップまたはプルダウンすることにより、接続されるパネル
の方式を指定する。これにより、接続される複合パネルがインセル方式かオンセル方式か
を容易に設定することができる。また、表示制御部２６に内蔵されるパラメータレジスタ
（不図示）に、接続される複合パネル４がインセル方式かオンセル方式かを指定するため
のパネル種別指定レジスタを追加し、システムインターフェース２７を介してホストプロ
セッサ５によって書込むことができるように構成する。これにより、接続される複合パネ
ル４がインセル方式かオンセル方式かを、外付けのホストプロセッサ５から容易に設定す
ることができる。このとき、電源投入時におけるパネル種別指定レジスタの初期値は、接
続される複合パネル４がインセル方式であることを指定する値とされるとよい。接続され
る複合パネル４がインセル方式であって耐圧が低い場合も、レジスタ設定前に誤って大振
幅のタッチ検出信号ＴＯＵＴｘが印加される事故を予防することができるからである。
【００６８】
　〔実施形態２〕
　共通電圧Ｖｃｏｍ以外の電圧レベルは、種々の方法によって供給され得る。例えば、タ
ッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１の外部から供給される電源、ま
たは、電源回路２９によって生成される各種内部電源、或いは、それらの電源から新たな
電圧レベルの電源を生成して供給しても良い。
【００６９】
　図５は、タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１の電源回路２９に
よって生成される各種内部電源を表す説明図である。電源回路２９は、昇圧回路、降圧回
路、安定化回路（レギュレータ）などを含んで構成され、接地電位ＧＮＤ（０Ｖ）に対し
て外部から供給される正極と負極の電源ＶＳＰとＶＳＮから、タッチパネルコントローラ
内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１内の各回路で使用される内部電源を生成する。外部電源
ＶＳＰとＶＳＮは例えば±５Ｖとされる。電源回路２９は、負極側の外部電源ＶＳＮから
負極側内部基準電源（ＶＣＬ）を生成する。この電源は例えば－３Ｖとされる。電源回路
２９は、別の内部基準電源ＶＣＩ２とＶＣＩ３を生成し、昇圧回路に供給して正極と負極
の内部昇圧電源ＶＧＨとＶＧＬとを生成し、それぞれをレギュレータによって安定化して
、表示パネル２のゲートンパネル回路８０に供給する正極と負極の電源ＧＶＤＤとＧＶＳ
Ｓを生成する。また、電源回路２９は、外部から供給されるＶＳＰとＶＳＮからそれぞれ
ＳＶＤＤとＳＶＳＳを生成する。ＳＶＤＤからは、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライ
バ）１１に供給する高電位側の電源ＴｘＨを生成し、ＳＶＳＳからは、Ｖｃｏｍ生成回路
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により、表示パネル２に供給する共通電圧Ｖｃｏｍを生成する。
【００７０】
　図６は、電源回路２９が生成する負極側内部基準電源（ＶＣＬ）が、共通電圧（Ｖｃｏ
ｍ）以外の電圧レベルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構
成例を表すブロック図である。
【００７１】
　タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１は、ＴｘＬ切替制御回路１９により、複
合パネル４がインセル方式のときには、スイッチ１８によってレベルシフタ（Ｌ／Ｓ）の
低電位側に共通電圧Ｖｃｏｍを供給し、オンセル方式のときには、Ｖｃｏｍ以外の電圧レ
ベルとして、電源回路２９が生成する負極側内部基準電源（ＶＣＬ）を供給する。タッチ
検出信号ＴＯＵＴｘは、レベルシフタ（Ｌ／Ｓ）の動作により、インセル方式のときには
共通電圧ＶｃｏｍとＴｘＨの間で振幅するパルスとなり、オンセル方式のときにはＶＣＬ
とＴｘＨの間で振幅するパルスとなる。
【００７２】
　これにより、複合パネル４がオンセル方式のときには、負極側内部基準電源（ＶＣＬ）
が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に代わって利用される。一般に、ＶＣＬは例えば－３Ｖとされ
、－３Ｖ～０ＶとされるＶｃｏｍと同程度の電圧レベルとされるので、タッチパネルコン
トローラ１０内の他の回路を、インセル方式とオンセル方式の両方に適用可能にするため
の、切替制御、例えば、Ｔｘドライバ１１の出力端子の保護ダイオードに供給する電源を
切替える制御などを、省略することができる。ＶＣＬはＶｃｏｍと電圧レベルは近いが、
別個の電源であるため相互の間でのノイズの伝搬は低く抑えられる。オンセル方式の場合
にタッチ検出信号ＴＯＵＴｘを引き回すことによってその低電圧電源ＶＣＬに混入する外
来ノイズが、Ｖｃｏｍに伝搬しないように抑えることができる。
【００７３】
　図７は、外部から供給される電源（ＶＳＮ）が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベ
ルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構成例を表すブロック
図である。電源回路２９に外部から供給される外部電源ＶＳＰとＶＳＮのうち、負極側の
ＶＳＮが共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘ
ドライバ）１１に供給される。他の構成は図６と同様であるので、説明を省略する。
【００７４】
　これにより、複合パネル４がオンセル方式のときには、負極側外部電源（ＶＣＮ）が、
共通電圧（Ｖｃｏｍ）に代わって利用される。内部の電源回路２９を経由しないため、タ
ッチ検出信号ＴＯＵＴｘに混入する外来ノイズが、電源回路２９を経由して表示ドライバ
２０側の回路に混入するのを減らすことができる。
【００７５】
　図８は、電源回路が生成する負極側ゲート駆動電源（ＧＶＳＳ）が、共通電圧（Ｖｃｏ
ｍ）以外の電圧レベルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１
の構成例を表すブロック図である。電源回路２９は、正極側と負極側のゲート駆動電源（
ＧＶＤＤ，ＧＶＳＳ）を生成して、ゲート制御ドライバ２５に供給している。このゲート
駆動電源のうち負極側の前記ゲート駆動電源（ＧＶＳＳ）が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外
の電圧レベルとして、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１に供給される。他の
構成は図６と同様であるので、説明を省略する。
【００７６】
　これにより、複合パネル４がオンセル方式のときには、表示パネル２のゲート制御回路
（ゲートインパネル回路）８０を駆動するゲート駆動電源（ＶＧＳＳ）が、共通電圧（Ｖ
ｃｏｍ）に代わって利用される。一般に、ＶＧＳＳは約－１１Ｖとされ、電源回路２９に
よって外部電源を一旦昇圧した後に安定化して生成されるため、ノイズの影響が少ない。
また、タッチ検出信号ＴＯＵＴｘは、タッチ検出の感度を向上するためには、振幅が大き
い方が好ましい。しかし、インセル方式ではその構造上、耐圧が制限され、一般に１０Ｖ
未満である場合が多いため、タッチ検出信号ＴＯＵＴｘはＶｃｏｍ基準として上記耐圧を
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超えない振幅に抑えることが適切である。これに対して、オンセル方式の場合には、耐圧
は一般に１５Ｖ以上であるから、タッチ検出信号ＴＯＵＴｘの振幅をインセル方式に合わ
せて小さく抑える必要はない。図８のように構成することによって、タッチ検出信号ＴＯ
ＵＴｘの振幅を、接続される複合パネル４がインセル方式かオンセル方式かに基づいて適
切に切替えることができる。
【００７７】
　図９は、電源回路がゲート駆動電源のために生成する負極側昇圧電源（ＶＧＬ）が、共
通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘ
ドライバ）の構成例を表すブロック図である。前述のように、電源回路２９は、レギュレ
ータによって安定化されたゲート駆動電源（ＧＶＤＤ，ＧＶＳＳ）を生成するために、一
旦、昇圧電源ＶＧＨとＶＧＬを生成する。この昇圧電源のうち、負極側の昇圧電源（ＶＧ
Ｌ）が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘ
ドライバ）１１に供給される。他の構成は図６と同様であるので、説明を省略する。
【００７８】
　これにより、複合パネル４がオンセル方式のときには、ゲート駆動電源（ＶＧＳＳ）を
生成するために内部昇圧された昇圧電源（ＶＧＬ）が、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に代わって
利用される。図８の場合と同様に、タッチ検出信号ＴＯＵＴｘの振幅を、接続される複合
パネル４がインセル方式かオンセル方式かに基づいて適切に切替えることができ、さらに
、その振幅を図８の場合よりも大きくすることができる。
【００７９】
　図１０は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される電源を選択可能な
、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構成例を表すブロック図である。
【００８０】
　タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１は、複合パネル４がオンセル方式のとき
は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして、外部電源ＶＳＮと、電源回路２９か
ら生成される各種内部電源との中から１つの電源を選択して、選択された電圧とＴｘＨの
間で振幅するタッチ検出信号ＴＯＵＴｘを、タッチパネル３に出力する。例えば、図１０
に示されるように、スイッチ１８により、共通電圧（Ｖｃｏｍ）か、或いはそれ以外の電
圧として、負極側内部基準電源ＶＣＬと、外部電源ＶＳＮと、ゲート駆動電源ＧＶＳＳと
、それを発生させるための内部昇圧電源（負極側）ＶＧＬとの中から１つの電圧が選択さ
れて、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１に供給される。他の構成は図６と同
様であるので、説明を省略する。
【００８１】
　これにより、タッチ検出信号駆動回路に必要な電源は、半導体装置（ＩＣ）の内部で生
成される各種内部電源から選択することが可能となる。
【００８２】
　図１１は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）以外の電圧レベルとして供給される電源を自由に設定
可能な、タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）の構成例を表す回路図である。
【００８３】
　タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１は、生成電圧を可変とする可変電源回路
３１を備える。可変電源回路３１は、例えば、抵抗ラダー３１を用いて構成される。抵抗
ラダー３１の高電位端は接地レベルＧＮＤに接続され、低電位端はゲート駆動電源ＧＶＳ
Ｓに接続され、中間タップから任意の電圧を選択して、スイッチ１８に供給する。他の構
成は図６と同様であるので、説明を省略する。
【００８４】
　タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）１１は、ＴｘＬ切替制御回路１９により、複
合パネル４がインセル方式のときには、スイッチ１８によってレベルシフタ（Ｌ／Ｓ）の
低電位側に共通電圧Ｖｃｏｍを供給し、オンセル方式のときには、Ｖｃｏｍ以外の電圧レ
ベルとして、可変電源回路３１によって生成される任意の電圧を供給することができる。
タッチ検出信号ＴＯＵＴｘは、レベルシフタ（Ｌ／Ｓ）の動作により、インセル方式のと
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きには共通電圧ＶｃｏｍとＴｘＨの間で振幅するパルスとなり、オンセル方式のときには
共通電圧Ｖｃｏｍ以外の電圧レベルとＴｘＨの間で振幅するパルスとなる。
【００８５】
　これにより、オンセル方式のときのタッチ検出信号の低電圧側振幅レベルを自由に決め
ることができる。
【００８６】
　以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明
はそれに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であ
ることは言うまでもない。
【００８７】
　例えば、タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバ（複合ＩＣ）１は主に液晶表示パ
ネルに接続される場合について説明したが、ＯＬＥＤを駆動するための複合ＩＣ１に変更
することは可能である。また、図１に示される複合ＩＣ１の詳細な構成例では、フレーム
メモリ２４を内蔵する構成例を示したが、それらを含まない簡易な構成にも、さらに他の
機能を含む高機能の構成にも、適宜変更することができる。
【符号の説明】
【００８８】
　１　タッチパネルコントローラ内蔵表示ドライバＩＣ（複合ＩＣ）
　２　表示パネル
　３　タッチパネル
　４　表示・タッチパネル（複合パネル）
　５　ホストプロセッサ
　１０　タッチパネルコントローラ
　１１　タッチ検出信号駆動回路（Ｔｘドライバ）
　１２　タッチ検出信号検出回路（Ｒｘレシーバ）
　１３　タッチ検出制御部
　１４　Ａ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）
　１５　メモリ
　１６　タッチ検出信号（Ｔｘ信号）生成回路
　１７　レベルシフタ（Ｌ／Ｓ）
　１８　スイッチ
　１９　ＴｘＬ切替制御回路
　２０　表示ドライバ
　２１　ソースドライバ
　２２　階調電圧選択回路
　２３　データラッチ回路
　２４　メモリ
　２５　ゲート制御ドライバ
　２６　表示制御部
　２７　システムインターフェース
　２８　表示インターフェース
　２９　電源回路
　３０　ＭＰＵ
　３１　可変電源回路（抵抗ラダー）
　８０　ゲートインパネル回路
　８１　シフトレジスタ
　８２　アンプ
　８３　デマルチプレクサ
　Ｇ１～Ｇｍ　走査電極（ゲート配線）
　Ｓ１～Ｓｎ　信号電極（ソース配線）
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　Ｔｒ　トランスファゲート
　Ｃ　画素容量

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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